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3 経営戦略と具体的取組 

3-1 経営理念と基本戦略 

市営バスの経営理念を実現するための基本戦略として、下記の４つを設定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本戦略１ 安全・安心な運行サービスの提供 

安全・安心の確保は、バス事業を運営していく上で最優先かつ欠くことのできない
基本的なサービスです。市営バスは、今後ともこの考え方に立ち、安全性の強化に努
め、お客様に信頼される公共交通を目指します。 

 

基本戦略２ 快適で質の高いサービスの提供 

誰もが利用しやすい市営バスとしてさらなる進化を図るため、利便性・快適性の向
上、お客様のニーズを的確にとらえた質の高いサービスの提供に努めます。 

 

基本戦略３ まちづくりと連携したサービスの提供 

高槻市の公営交通として、本市が進める定住促進、子育て支援、拠点整備、観光促
進等のまちづくり施策に対して、市営バスが求められている役割を積極的に果たし、
本市の発展に貢献します。 

 

基本戦略４ 経営基盤の強化 

利用者数及び人口の減少、運転士不足等によって今後直面すると考えられる厳しい
経営環境に備え、今後も市民の生活と本市の発展を支えるサービスを提供するため、
安定した経営基盤の強化と経営改善に努めます。 

高槻市営バスの経営理念 
①公共交通として社会的使命を果たし、市民に愛される市営バスを目指します。 
②安全・快適で効率的な運行に努めます。 
③お客様に感謝し、親切で思いやりあふれるサービスに努めます。 

ＮＯ．１ 
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3-2 個別戦略に基づく具体的取組 

前節で定めた 4 つの基本戦略の下に 10 の個別戦略を設け、各事業に積極的に取り組んでいきま
す。具体的取組については次ページから詳述しますが、具体的取組に示す実施スケジュールは、
短期・中期・長期に区分し、特に短期で実施する事業について、可能なものは、年度単位で実施
する内容を記載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《事業の実施スケジュール区分》 
 

１ 安全・安心な運行 
サービスの提供 

① 安全対策の強化 

２ 快適で質の高い 
サービスの提供 

② 利便性の向上 

【基本戦略】 【個別戦略】 

③ 接遇サービスの向上 

④ 顧客ニーズの的確な把握 

⑤ 効果的な情報発信とブランド力
の向上 

３ まちづくりと連携した
サービスの提供 

⑥ 定住促進・子育て支援との連携 

⑦ 拠点整備との連携 

⑧ 観光促進との連携 

４ 経営基盤の強化 
⑨ 人材の確保・育成と組織力向上 

⑩ 効率的な経営・収支の改善 

【
具 

体 

的 

取 

組
】 

  中 期 
＜令和６～７年度＞ 

長 期 
＜令和８～12 年度＞ 

短 期 
＜令和３～５年度＞ 

ＮＯ．２ 
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【 基 本 戦 略 】 １ 安全・安心な運行サービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ① 安全対策の強化

【 具 体 的 取 組 】 (2) 事業継続計画の整備

【自然災害対応マニュアルの概要】
・対策本部の設置、要員の確保、連絡体制等

（市⇔運輸課⇔営業所）
・バス停留所の安全対策、運行規制、運行休止判断

基準
・復旧作業、緊急体制及び運行規制の解除に係る規定

■今後の展望

・今後は、策定した各種マニュアルが災害発生時に機能するよう、定期的な訓練の実施を検討する。

・淀川氾濫などの大規模水害に対して、市の避難計画等と連携しながら、バス車両避難計画の策定を検討する。

台風・地震等の自然災害及びテロ・バスジャック対応マニュアルを整備

【テロ・バスジャック対応マニュアルの概要】
・当該車両内の乗務員対応マニュアル
・対策本部対応マニュアル
・緊急連絡体制
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【 基 本 戦 略 】 １ 安全・安心な運行サービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ① 安全対策の強化

【 具 体 的 取 組 】 (3) 安全な運行の確保

 慢性的な睡眠不足による運転中の意識障害を
予防するための「SAS」一次検査

 市営バス全車両で抗菌コーティング
 運転士自らバス車内を消毒するなどの新型コ

ロナウイルス予防対策
 新型コロナウイルスの感染予防に対応した運

行前検査
①体温測定
②アルコール検査
③点呼

■今後の展望

・今後も「輸送の安全確保」を最大の使命とし、お客様に安心して市営バスを利用していただくための取組を継続する。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）一次検査のイメージ

① ② ③
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ② 利便性の向上

【 具 体 的 取 組 】 (1) バス停留所の利便性・快適性向上

老朽化や台風等の自然災害で損傷したバス停留所施設を計画的に更新

■今後の展望

・令和４年度以降も乗降人数や道路条件等を踏まえ、計画的にバス停留所施設の更新を進める。

・バス停留所台帳の整備（データベース化）及び、わかりやすいバス停留所名称の変更にも順次、取り組む。

項目
令和元年度

(2019)
令和２年度

(2020)
令和３年度

(2021)

バス停施設関係

上屋設置・補修 ８ ３ ２

ベンチ設置 １１ １ ２

標識柱補修・移設 １ １ １

横断防止柵改良 ２ － －

ＬＥＤ照明設置・改良 ２ ５ ５

滞留所等路面アスファルト補修 － ２ ２

案内・啓発看板設置 ２ ２ －

その他 － 緑町滞留所新設 遠隔放送装置改良

【主な整備更新事例（過去３か年の実績）】



6

【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ② 利便性の向上

【 具 体 的 取 組 】 (4) 新たな企画券及び年間定期券の導入検討

 高槻市観光協会が運用している
「たかつき観光アプリ」内で
「高槻市営バス1dayスマート乗
車券」を発売(1/20～)

 市営バス営業所・案内所の営業
時間外でもクレジットカード決
済で市営バスの企画乗車券が購
入可能となり、利便性が向上

キャッシュレス決済専用の企画乗車券導入

■今後の展望

・今後は、アプリとの連携による市営バス沿線の活性化や売り上げ増に努める。

高槻市営バス1dayスマート乗車券
（たかつき観光アプリ）
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ② 利便性の向上

【 具 体 的 取 組 】 (6) 交通需要や市民生活に即した路線再編及びダイヤ適正化(1/2)

 市域北部の山間地域において、市の交通政策担当
部署と連携し、最適な交通手段のあり方について
の検討に着手

 乗降データや人口構成をもとに、路線再編に係る
検討範囲を設定し、アンケート調査を実施

◎平日１日当たり
のバス停別利用者
数（令和２年度）
と沿線の人口分布

田能線

川久保線萩谷線

検討範囲

山間３路線（田能・萩谷・川久保）の地域公共交通の最適化について
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ② 利便性の向上

【 具 体 的 取 組 】 (6) 交通需要や市民生活に即した路線再編及びダイヤ適正化(2/2)

地域 人口構成と回答数 公共交通の改善に関する意見

樫田
• 人口 ３８４人
• 平均年齢 ６０.３歳
• １３４世帯２６８名が回答

• 公共交通の改善に関する設問では、「1日の運行本数を多くすること」→「乗りたい時間に利
用できること」→「運賃を安くすること」の順に回答者が多い

• 記述式の回答では、車両を小型化して集落を巡回してほしい等の意見があった

萩谷

• 人口 １４５人
• 平均年齢 ６０.２歳
• ４３世帯９５名が回答

• 公共交通の改善に関する設問では、「1日の運行本数を多くすること」→「乗りたい時間に利
用できること」→「運賃を安くすること」の順に回答者が多い

• 記述式の回答では、萩谷以北のやまびこ公園まで終点を延長してほしい等の意見があった

川久保
• 人口 ５１人
• 平均年齢 ６９.０歳
• ２５世帯３２名が回答

• 公共交通の改善に関する設問では、「乗りたい時間に利用できること」→「1日の運行本数を
多くすること」→「現在の大型車両による運行を維持すること」の順に回答者が多い

• 記述式の回答では、車両を小型化して現在の運行本数を維持してほしい等の意見があった

アンケート結果について（樫田・萩谷・川久保）

交通手段 運行の特性 例

一般乗合
旅客自動車
運送事業

路線定期運行 路線と時刻を定めて、決まった時間に決まったルートを運行 路線バス・コミュニティバス

路線不定期運行 路線を定めて、予約に応じて決まったルートを運行 オンデマンド交通

区域運行 運行区域を定めて、予約に応じて予約のあった場所のみを効率的に運行 オンデマンド交通

一般乗用旅客自動車運送事業 個別の需要に応じてドアツードアで運行 タクシー

自家用有償旅客運送 交通空白地において自家用車を用いて輸送 白ナンバーによる有償運送

地域公共交通として想定される交通モードについて

■今後の展望

・引き続き、山間３地域における最適な交通手段について、各地域の特性を踏まえた検討を進める。
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑤ 効果的な情報発信とブランド力の向上

【 具 体 的 取 組 】 (1) さまざまな媒体を通じた情報発信の充実(1/3)

 高槻市営バスホームページの新たな
コンテンツとして、「Expert
File(エキスパートファイル）」を
開始

 高槻市営バスと関わりの深い有識者
によるコラムコーナーとして公共交
通をテーマに執筆いただいた

市営バスホームページコンテンツの充実

■今後の展望

・「エキスパートファイル」は、市営バス職員以外の原稿が公式ホームページに掲載されたという点で、これまでにはない

斬新な取組となった。

・今後も動画や図表を多用するなど、楽しくてわかりやすいホームページの運用に努め、お客様がより気軽に市営バスを利

用していただけるきっかけづくりとなるように取り組む。

“Expert File”（イメージ）
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑤ 効果的な情報発信とブランド力の向上

【 具 体 的 取 組 】 (1) さまざまな媒体を通じた情報発信の充実(2/3)

 新型コロナ感染症対策の啓発
は今年度も市営バスホーム
ページやバス車内で継続的に
展開

 特に「黙乗」ポスターのイン
パクトは大きく、テレビのワ
イドショーで取り上げられる
など、全国的にも注目の取組
となった

 バス車内の換気状況について、
実験動画を制作してバス車内
の安全性を啓発

市営バスにおける新型コロナウイルス感染症対策の啓発

■今後の展望

・バス車内のポスター掲出枠は基本的に窓上であるが、このポスターについてはバス車内の窓部分に直接掲出することで、

お客様の視線と直結することを意識した啓発活動を展開した。

・今後もお客様の動線や視線に立って、実効的な告知を意識したプロモーション展開を行う。

車内掲出中の「黙乗」ポスター

バス車内にスモークを散布

３分後には換気完了！
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【 基 本 戦 略 】 ２ 快適で質の高いサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑤ 効果的な情報発信とブランド力の向上

【 具 体 的 取 組 】 (1) さまざまな媒体を通じた情報発信の充実(3/3)

 市営バス公式「Twitter」では、
主にバスの運休や大幅な遅延
等の運行状況のお知らせを発
信しているが、今年度は市営
バスの販売促進やエンタメ的
な情報発信も開始

 「イケボバス」の情報発信で
は、ホームページ上にサンプ
ルボイスを掲載し、続きを実
際にバスに乗って聞きたくな
るような仕掛けも行った

お客様に楽しんでいただけるような市営バス公式「Twitter」情報の発信

■今後の展望

・更なるＳＮＳの活用等により、市営バスが身近に感じられ、お客様に楽しんでいただけるような情報発信に努める。

市営バス公式Twitter
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【 基 本 戦 略 】 ３ まちづくりと連携したサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑥ 定住促進・子育て支援との連携

【 具 体 的 取 組 】 (1) こうのとりパスの継続

 市の子ども政策担当部
署の協力により、「こ
うのとりパス」ご利用
後アンケート調査を実
施

 出産後の乳幼児健康診
査等でも引き続き、市
営バスを利用しやすい
割引制度がほしいとの
声を踏まえ、利用期限
の延長など子育て支援
の拡充を検討

利用者アンケートの声を踏まえた子育て支援拡充の検討

■今後の展望

・引き続き、市の子ども政策担当部署と連携し、乳児と同伴者を対象とする新たな割引乗車制度の創設に向けた検討を進め、

公営バスとして地域ぐるみでの子育て支援に努める。
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【 基 本 戦 略 】 ３ まちづくりと連携したサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑥ 定住促進・子育て支援との連携

【 具 体 的 取 組 】 (2) モビリティ・マネジメントの体系化(1/2)

新型コロナの感染予防に配慮した「モビリティ・マネジメント」機会の創出

交通安全啓発動画撮影風景（市営バス芝生車庫内で撮影）

 新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、実体験での
教室等の開催が困難となっ
たため、市の交通安全担当
部署、高槻市交通安全推進
協議会、高槻警察、市営バ
スが協働し、「親と子の交
通安全教室」の代替として
交通安全啓発動画を制作

 出来上がった動画は市内小
学校にネット配信（YouTube
の限定公開）する予定
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【 基 本 戦 略 】 ３ まちづくりと連携したサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑥ 定住促進・子育て支援との連携

【 具 体 的 取 組 】 (2) モビリティ・マネジメントの体系化(2/2)

 高槻市交通安全推進協議会及び
市の交通安全担当部署等が協働
して制作した幼児向けの交通安
全絵本に「たかつき ばすお」
が出演するなど、おうちでの学
習機会創出に努めた

 出来上がった絵本を市内の公立
幼稚園、保育所及び認定こども
園に配布された

「おうちでモビリティ・マネジメント」できる機会の創出

■今後の展望

・「おうちでモビリティ・マネジメント」については、いつでも閲覧可能で場所の制約も受けないというメリットがあるた

め、外出が困難な現状においては効果的な取組となった。

・今後は、今年度の取組や成果を活かしつつ、バス乗車体験という「実体験」に勝るモビリティ・マネジメントはないこと

から、楽しみながら学んでいただけるような企画の再開に向けた検討を行う。

交通安全啓発絵本
「うんちになっても
お・や・く・そ・く・！」
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【 基 本 戦 略 】 ３ まちづくりと連携したサービスの提供

【 個 別 戦 略 】 ⑧ 観光促進との連携

【 具 体 的 取 組 】 (2) 安満遺跡公園等へのバス路線（系統）の設定検討

 「安満遺跡公園」はＪＲ高槻駅の東側にあった旧京大農場跡地に整備された都市公園で、令和３年３月
に全面開園。

 公園の整備に合わせて、同公園のアクセス道路となる「（市道）高槻駅緑町線」が令和３年11月に国道
野田交差点まで全線開通。

 本市のセントラルパークともいえる同公園へのアクセス向上を図るため、市の関連部局等と連携しなが
ら新路線（既存系統の変更）の開設に向けた課題整理・基本方針の検討に着手。

新路線開設に向けた課題整理・運行計画の検討に着手

・令和４年度中の新路線開設を目標に、運行経路及びダイヤ、バス停の設置箇所等について、関係機関や地元等との協議調

整を進める。

■今後の展望

安満遺跡公園前「（市道）高槻駅
緑町線」全線開通後の状況
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑨ 人材の確保・育成と組織力向上

【 具 体 的 取 組 】 (1) 運転士の確保

 年度当初にバス運転士の年間採用試験
実施計画を策定し、ホームページで公
表(ホームページ内の採用情報ページも
リニューアル）

 試験日等が事前に公表することで、受
験希望者が試験から合格までのスケ
ジュールが把握でき、受験しやすい環
境を整備

 １次試験は面接試験、２次試験は実技
及び面接試験の両方を実施し、面接を
重視した人物本位の採用とした

バス運転士の年間採用試験実施計画の策定

令和３年度年間採用試験実施計画
（第３回は新型コロナの影響で中止）

高槻市営バスホームページ(採用情報)

■今後の展望

・年間採用試験実施計画を策定及び公表したことで、受験希
望者が試験から合格までのスケジュールを把握でき、受験
しやすい環境整備が図れた。

・今後は、採用試験実施に係る広報媒体を拡大するなど、積極
的な募集、広報活動の実施に向けた検討を行う。
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑨ 人材の確保・育成と組織力向上

【 具 体 的 取 組 】 (3) 運転士グループワークの活性化

● 運転士自らが研修テーマを設定し自己研鑽
・所属外の営業路線、貸切コースの乗務研修
・希少古参車両（リエッセ）の特性把握（バリアフリー対応等）
・ＥＤＳＳブレーキ等が搭載された新規導入車両の特性把握

グループワーク実施状況（令和３年度）

■今後の展望

・運転士グループワークを活性化させることで、運転技術だけでなく接遇面や日々の乗務における気付きや悩みなども共有し、
熟練運転士の技術継承にもつながる。
・今後は、各班の再編による人事交流等も積極的に行い、更なるグループワークの活性化により安全意識を高める。
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑩ 効率的な経営・収支の改善

【 具 体 的 取 組 】 (2) 市営バス事業運営の効率化(1/2)

 現在も自治体（交通局など）の関連企業
が受託しているのは、東京都・横浜市・
神戸市・長崎県

 受託する民間バス事業者の撤退で再度直
営化したケースもみられる

公営バス事業における管理の受委託実施状況及び関連会社設立事例

 大阪市交通局と尼崎市交通局は本体が解
散し、関連会社が事業を継続している

 自治体では行財政改革で外郭団体の抜本
的な見直しが進められており、神戸市交
通局の外郭団体である神戸交通振興も解
散が決まっている
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑩ 効率的な経営・収支の改善

【 具 体 的 取 組 】 (2) 市営バス事業運営の効率化(2/2)

市営バス事業運営効率化検討の方向性

■今後の展望

・新型コロナ収束後の高槻市の街のあり方やシティプロモーション等も展望しながら、リムジンバスや市外越境路

線など新たな事業の可能性を探り、本分である定時定路線の乗合バス事業が持続可能な形になるよう検討を進める。

【目指すべき姿】
通勤通学など一方向への大量輸送需要がある市域は、独立採算を基本とする市営
バス（交通部）が公営交通として定時定路線の乗合バス運行を担うことによって
「公営企業」としての存在意義を発揮し、本市の地域公共交通を持続可能な形で維
持することに貢献する

● 市営バス事業を持続可能な形にするには、交通部の事業運営効率化についての
検討や経営改善が不可欠

● 山間３路線における代替交通の担い手は、事業の持続可能性の面から市の関与が
必要と考えられるが、市営バス事業とは条件が大きく異なるため、別の企業体と
して交通部による市営バス事業の持続と両輪で検討する必要がある
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑩ 効率的な経営・収支の改善

【 具 体 的 取 組 】 (3) アセットマネジメントの取組(1/2)

(1)令和３年度の取組
・駅ターミナルの路面補修、バス停関連施設の経年劣化に伴う修繕等を実施
・効率的な維持管理を実現するためのアセットマネジメント計画を策定中
(2)アセットマネジメント計画における対象資産
・バス車両、バス停関連施設（標識柱、上屋、ベンチ等）
・駅ターミナル等関連施設、バスロケ、ＩＣカード等のシステム関連機器
(3)アセットマネジメント計画の策定方針
・各保有資産を下記のように分類し、「①」を対象に計画的な維持管理を実施

①不具合が発生すると即座に営業活動に支障がでる資産（予防保全）
②不具合が発生しても即座に営業活動に支障がでない資産（事後保全）

①予防保全対象資産
バス車両、バス停関連施設、給油・洗車設備、システム関連機器
駅ターミナル等関連施設（案内看板、路面補修等）

②事後保全対象資産 上記「①」以外の資産（営業所設備、備品等）

安全性及び効率性を両立させる「市営バスアセットマネジメント計画」の策定
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑩ 効率的な経営・収支の改善

【 具 体 的 取 組 】 (3) アセットマネジメントの取組(2/2)

項 目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

更新車両数 １３台 １１台 １３台 １１台 １２台 １３台 １４台

保有期間
１６年:１台
１７年:８台
１８年:４台

１７年:２台
１８年:９台

１７年:４台
１８年:９台

１８年:７台
１９年:４台

１８年:４台
１９年:６台
２０年:２台

１８年:３台
１９年:１０台

１８年:３台
１９年:８台
２０年:３台

(4)資産の管理方針について
①バス車両
バス車両については、メーカーの部品供給が20年となっていることから、基本的に保有期間を
最長20年とする。また、安全面を最優先とするため、修繕頻度等を基準に16年～20年で計画的
に車両を更新し、更新時期の平準化を図る。

以下「②～④」の資産については、これまでの修繕履歴や現況の損傷程度を把握し、予防保全
の実施時期や対応を検討する。
②構築物・・・職員用立体駐車場やバス停留所上屋等
③建物・・・営業所や整備工場、乗務員休憩所等
④機械及び装置・・・洗車機や給油機器、整備工場内の機械類等
⑤工具、器具及び備品・・・システム関連機器、バス車載機器等

■今後の展望

・上記の方針に基づく「市営バスアセットマネジメント計画」を令和３年度中に策定し、引き続き、安全かつ効率的な維持

管理に取り組む。
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【 基 本 戦 略 】 ４ 経営基盤の強化

【 個 別 戦 略 】 ⑩ 効率的な経営・収支の改善

【 具 体 的 取 組 】 (4) 企業ガバナンス強化の推進

■今後の展望

・令和４年度は決定した対応方針に則り、具体の業務改善に着手する。
・リスク領域は①すぐに改善できるもの、②部分的に改善できるもの、③将来に渡って検討を行うべきもの、に分類されて

おり、今後も継続的に企業ガバナンスの強化及び改善に取り組む。

● 企業ガバナンスとは？
・健全な企業経営を目指すための企業自身による体制管理のこと
・職員の不正や情報漏洩などの経営リスクの未然防止のための強化が必要となる

● 市営バス事業におけるガバナンス強化のための基本方針
・想定される経営リスクを事前に把握するため、リスクマネジメントを向上させる仕組み
づくり

・順守すべきルールを定め、そのルールに従って業務が行われているかを管理する内部統
制の構築及び整備

● ガバナンス強化の手順
・企業経営の専門家（公認会計士）による規定や各業務資料の精査を行い、ヒアリングを
通じてリスク領域を特定

・特定されたリスク領域に対応した内部統制状況を把握し、統制状況が十分でない部分に
ついて課題を抽出

・抽出された課題の改善方針を検討し、具体的な対策を立案

資産管理 情報セキュリティ システム管理 文書管理

【リスク領域特定分野】


